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はしがき 

  

令和６年人事院勧告・報告では、本府省課室長級の職員を対象に、職責重視の

俸給体系への見直しが示され、令和７年度より施行されたところであるが、本年

の人事院勧告においても、より職務・職責を重視した給与体系へ移行することが

予告されているところであり、各地方公共団体においては、それぞれの団体の人

事管理等の実情を考慮しつつ、国の動向を踏まえた対応が必要になると考えら

れる。 

本研究会では、昨年度、地方公務員給与において職責重視の給料体系を導入す

る際の課題等について、国に先んじて職責重視の給料体系を導入している団体

の人事担当者に対するヒアリングを実施した上で整理をしたところであるが、

整理された課題等については、さらなる調査研究の必要性にも言及されたとこ

ろである。 

今年度はいくつかの地方公共団体に対する所属職員向けのアンケート調査を

通じて、働くモチベーション等と給与との関係性や地方公務員給与において職

務・職責重視の給与体系を導入する際の課題等について検討した。 

このほど計４回にわたる本研究会での議論を経て、その結果を本報告書に取

りまとめたところであり、本報告書を、地方公務員の給与決定の在り方の参考と

してご活用いただきたい。 

最後に、研究会の運営及び本報告書を取りまとめるに当たり、専門的な見地か

らご意見をくださった委員各位、並びに種々のご協力をいただいた各位に、心か

らお礼を申し上げる次第である。 
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１．研究の前提 

 

国家公務員給与においては、「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」1

として、本府省課室長級の職員を対象とする職務の級（行政職俸給表(一)８級

～10 級）について、近年、重要度が増しているこれらの職員の役割の重さに見

合った処遇とするため、上下の隣接する職務の級間での俸給月額の重なりを解

消し、昇格メリットも拡大することによって、上位の級に昇格することに伴い、

大きく給与が上昇する仕組みとするなど、従来の俸給体系からの抜本的な見直

しがなされた。また、令和７年人事院勧告・報告においては、「優秀な人材が

魅力と受け止めるような給与体系は、業績等にかかわらず一律に給与が上昇し

ていくような年功的なものではなく、採用後の役割や活躍に応じて給与が上昇

し、職員の職務や公務への貢献にふさわしい水準が確保されたものである。そ

のためには、毎年の適正な人事評価に基づき高い能力・実績のある人材が登用

され、より職務・職責に見合った給与が支給される体系とすることが重要であ

る。」として、令和８年夏に措置の骨格を、令和９年夏に具体的な内容を報告

することとされている2。 

本研究会においては、昨年度、地方公務員給与において、職責重視の給料体

系への見直しに関する課題等の整理を行ったところであるが、いくつかの論点

について、さらなる調査研究の必要性にも言及したところである。 

そこで、本研究会においては、昨年度から引き続き、地方公務員給与におい

て、職務・職責重視の給与体系を導入する際の課題等について調査研究を行う

こととした。 

 

２．昨年度の調査研究について 

  

本研究会では、昨年度、職務・職責重視の給与体系を導入している４団体に

対し、導入当時の検討背景や制度改正の内容、取組を行ったことによる効果等

に関するヒアリングを実施した上で、地方公務員給与において、職責重視の給

料体系への見直しに関する課題等について、「地方公務員の給与等に関する調

査研究会報告書（令和７年３月）」（以下「令和６年度報告書」という。）で以

下のとおり報告している。 

 

 

                                                  
1 令和６年人事院勧告で報告された、現下の人事管理上の重点課題に対応するため、俸給

及び諸手当にわたり包括的に給与制度を見直したもの。 
2 人事院『公務員人事管理に関する報告』（令和７年８月）p.９－p.10 
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（１）職務・職責重視の給与体系と組織パフォーマンス・人材確保の関係 

本研究会のヒアリングでは、給料水準が従来から下がる職員等を中心

に否定的な意見があったことを確認できた一方で、昇格することや管理職

になろうとするモチベーションが向上したといった好意的な職員の声もあ

ること、人事評価制度等、他の制度も同時に改正することで組織全体とし

ても成績優秀者を早期に上位の職務の級に昇格させることが可能となった

といった回答も見られた。 

給与分科会報告書3においても提言されているとおり、各地方公共団体

において給料表の構造や職務内容に応じた級の設定等は様々であることか

ら、今般の国の見直しと同様の取組を行うかどうかは、各団体の判断の余

地があると考えられるところ、職責を重視した給料体系の見直しによって、

組織パフォーマンス全体が向上することや、職員の人材確保に寄与するか

どうかは重要な論点である。 

この点、既に国と同様の取組を行っている団体や、これから国と同様

の取組を行うことを検討している団体に対して、職員向けのアンケート調

査を実施する等、組織パフォーマンスや人材確保への影響について、引き

続き検証を行うことが必要であると考える。 

 

（２）職責重視の給料体系を導入する範囲 

職責重視の給料体系を導入する場合、例えば、本庁部次長級の職務の

級などに限定して導入するなど、一部の職員にのみ関係するような取組に

留まっては、職員全体の意識の変化にはつながりにくいのではないかと考

えられるところ、全職員において昇格に対するモチベーションを高めるた

めには、（中略）国においては管理職層にのみ導入した職責重視の給料体

系を、若年層や中間層の職員が該当する職務の級についても導入すること

も考えられる。 

この場合にあっては、各地方公共団体において、給料表における職員

の在職状況等を踏まえたより精緻な検討が必要になること、また、従来よ

りも給料水準が減少する職員が生じる可能性もあることに留意が必要であ

る。 

 

（３）激変緩和及び経過措置について 

前述のとおり、全ての職務の級において職責重視の給料体系を導入す

る場合、従来から給料水準が引き下がる職員や、昇格しない場合に昇給に

                                                  
3 総務省『社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会 給与分科会報

告書』（令和６年 10 月） 
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一定の限界が設けられる職員が生じる可能性があり、そうした職員からは

否定的な反応を示されることも想定される。本研究会におけるこの度のヒ

アリングでは、いずれの団体においても、そうした職員に対して、激変緩

和措置や経過措置が講じられていることが確認できた。 

 

（４）適切な人事評価の必要性 

職責重視の給料体系を導入した場合、特に昇格の有無によって職員の

給与水準は大きく異なることとなり、適切に人事評価を行うことが重要に

なると考える。 

この度のヒアリングにおいては、相対評価や多面評価を導入するなど

の取組が行われていることが確認でき、職責重視の給料体系を導入する際

には、評価者に対する研修を実施する等、評価の客観性が担保されるよう

な取組を行うことも必要であると考えられる。 

 

上述のとおり、昨年度は職務・職責重視の給与体系を導入している団体の人

事担当者に対するヒアリングを基に調査研究を行ったところであるが、地方公

共団体に所属する職員が自身の働くモチベーション等を向上させる上でどのよ

うな要素を重視しているのか、その中で、給与制度や給与水準はどの程度寄与

しているのかについては、さらなる検証が必要であると考える。 

 また、職務・職責重視の給与体系とは、一般的に上位の職務の級に昇格して

職責が重くなるとともに、大きく給与水準が上昇する仕組みであるが、近年の

アンケートによれば、管理職を希望する職員が少ないと認識する地方公共団体

が多い結果となっており4、職務・職責重視の給与体系を導入する際には、こう

した職員の意識についても把握する必要がある。 

そこで、本研究会では、令和６年度報告書で整理した課題等も念頭に、異な

る給与制度を持ついくつかの地方公共団体の所属職員に対しアンケート調査を

実施し、職員の意識を把握した上で、改めて課題等の整理を行うこととした。 

 

３．アンケート調査について 

 

（１）アンケートの概要 

アンケート調査では、職務・職責重視の給与体系を先行的に導入して

いる団体とそうでない団体において、国家公務員における行政職俸給表

(一)相当の給料表（以下「行政職給料表(一)」という。）が適用されてい

る職員に対し、自身の働くモチベーションを向上させるために重要だと思

                                                  
4 参考資料１「組織運営・人事管理に関する自治体アンケートの結果」参照。 
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う要素、管理職への昇任に関して思うこと及び自身の所属団体の給与制度

について思うことなどに関する問いを設けるとともに、アンケート結果を

用いて、働くモチベーションと各要素の関係を定量的に分析するため、働

くモチベーションに関する指標として、ワーク・エンゲイジメント5及び

組織コミットメント6に関する問いも設けた。 

 

（ア）対象団体7 

対象団体 行政職給料表(一)の類型 

都道府県 
団体Ａ 

管理職層のみ隣接する職務の級間の重なりを解消

（平成 28 年度から） 

団体Ｂ 国準拠（一部の職務の級で継足8あり） 

一般市 

団体Ｃ 
一部の職務の級を除き、隣接する級間の重なりを解消

（令和６年度から） 

団体Ｄ 独自給料表 

団体Ｅ 国準拠 

 

（イ）対象職員 

任期の定めのない常勤職員のうち、行政職給料表(一)が適用されてい

る事務・技術関係職種の職員 

 

                                                  
5 仕事に関連するポジティブで充実した心理状態として、「仕事から活力を得ていきいき

としている」（活力）、「仕事に誇りとやりがいを感じている」（熱意）、「仕事に熱心に取

り組んでいる」（没頭）の３つが揃った状態として定義される。本研究会のアンケート

では、それぞれの要素について３つの問い（計９問）を設け、回答者の状態を「0」～

「6」と点数化して集計した（点数が低いほど、ワーク・エンゲイジメントが低いこと

を示す。）。 
6 組織成員を組織に留めることをあらわす概念。Allen & Meyer（1990）は、組織コミッ

トメントを①従業員と組織の関係を特徴づけ、②組織の一員でい続けようという意思決

定を内包する心理的な状態とし、コミットした従業員はコミットしていない従業員より

も、その組織に居続ける度合いが高いと説明する。そして、その心理的状態は①情緒

的、②存続的、③規範的という３つの要素の組み合わせと、その程度によって決まると

述べている（出典：独立行政法人労働政策研究・研修機構『労働政策研究報告書

No.147 第Ⅱ部 職場や仕事の状況と人材の定着― 生きいきとした職場 ―』p.220）。
本研究会では上記３要素の中で最も重要視されている、「情緒的コミットメント」に着

目した問い（計６問）を設け、ワーク・エンゲイジメントと同様の手法で点数化した

（点数が低いほど、組織コミットメントが低いことを示す。）。 
7 本研究会では団体Ａ及びＣを、職務・職責重視の給与体系を先行的に導入している団体

として議論することした。なお、当該団体は昨年度の本研究会におけるヒアリング対象

団体でもある。 
8 国家公務員の行政職俸給表(一)の最高号俸を超える月額区分を定めたもの。 
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（ウ）アンケート項目 

① 基本情報（年齢、性別、勤続年数、入庁年次、役職段階） 

② 働くモチベーションを向上させると思う要素 

③ 働くモチベーションを低下させると思う要素 

④ 働くモチベーションや業務パフォーマンスを向上させる観点から、

給与制度面において重要だと思う要素 

⑤ 働くモチベーションを向上させるために所属団体に期待するもの 

⑥ 管理職への昇任に関すること 

⑦ ワーク・エンゲイジメントに関すること 

⑧ 所属団体について思うこと（組織コミットメント） 

⑨ 所属団体の給与制度について思うこと 

⑩ 職務・職責重視の給与体系への見直しに関すること（団体Ａ及び

Ｃのみ） 

 

（エ）アンケート実施期間 

   令和７年 10 月９日（木）から令和７年 10 月 29 日（水）まで 

 

（オ）回答数 

 
回答数（人） 

（参考）行政職給料表(一) 

適用職員数（人） 

団体Ａ 1,537 5,215 

団体Ｂ 3,321 5,277 

団体Ｃ 365 564 

団体Ｄ 424 731 

団体Ｅ 208 393 

※（参考）の人数は、「令和７年地方公務員給与実態調査」（総務省自治行政局

公務員部給与能率推進室）における、職務の級別職員構成（再任用職員を除

く。）を用いている。なお、当該人数には、事務・技術関係職種以外の職員を

含む。 

 

（２）アンケート結果の分析等 

 

（ア）働くモチベーションと給与制度の関係について9 

・ いずれの団体においても、働くモチベーションを向上、あるいは、

                                                  
9 参考資料２「働くモチベーションと給与制度の関係について」参照。 
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低下させると考えている要素は共通しており、「やりがいのある業務」、

「給与水準の高さ」、「時間外勤務の多寡・休暇の取得のしやすさ」、

「職場の人間関係」が上位に位置していることから、給与制度の違い

による団体間での差異は確認できなかった。なお、年代別の回答結果

を見ると、若年層の職員は「やりがいのある業務」よりも「給与水準

の高さ」の重要度が高いが、年代が上がるとともに、「給与水準の高

さ」よりも「やりがいのある業務」の重要度が高まる傾向にあり、年

代によって、働くモチベーションに影響しうる要素は異なることが確

認できた（参考資料２「働くモチベーションと給与制度の関係につい

て①」）。 

・ 団体Ｃを除く団体においては、自身の団体の給与制度が良いと思う

かという問いに対し、「どちらでもない」の回答割合が多数を占めて

おり、自身の所属団体の給与制度への関心が低い、あるいは、自身の

所属団体の給与制度に対する理解が十分ではない者が多いことが考え

られる。その結果、給与制度を改善しても、働くモチベーションや職

員の業務に対する積極性に影響を与えられていない可能性がうかがえ

る（参考資料２「働くモチベーションと給与制度の関係について②」）。 

・ 団体Ｃにおいては令和６年度に職務・職責重視の給与体系を導入し

て間もないこともあり、自身の団体の給与制度が良いと思うかという

問いに対し、「どちらでもない」と回答した者の割合は他の団体より

も低く、また、職務・職責重視の給与体系の導入に対する認知度も高

いため、所属団体の給与制度に対する関心が一定程度あることがうか

がえる。一方で、団体Ａについては、職務・職責重視の給与体系を導

入してから10年近くが経過していることもあってか、上述のとおり、

自身の団体の給与制度が良いと思うかという問いに対し、「どちらで

もない」と回答した者の割合は他の団体と同様の傾向にあり、また、

職務・職責重視の給与体系の導入に対する認知度も高くないことがう

かがえる（参考資料２「働くモチベーションと給与制度の関係につい

て②」）。 

 

（イ）給与制度に望むものについて10 

・ 給与制度においては、基本給を上げることが最も重要であると考え

る者が多いことが確認できた。その上で、勤続年数に応じて給与が上

昇するような年功序列的な給与制度よりも、役職が上がることで大幅

に給与水準が上昇するような職務・職責重視の給与制度にしてほしい

                                                  
10 参考資料３「給与制度に望むものについて」参照。 
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と考える者が多く、これはほぼすべての年代において同様の傾向にあ

ることが確認できた（参考資料３「給与制度に望むものについて①」）。 

・ いずれの団体においても、「現在の給与制度を変えてほしい」と考

える者は多いが、団体Ｃにおいては、課長級以上の者はその割合が減

少しており、職務・職責重視の給与体系の見直し11の効果が一定程度

あったものと考えられる（参考資料３「給与制度に望むものについて

②」）。 

・ 職務・職責重視の給与体系を導入した団体Ｃにおいては、課長級以

上の者は５割近くが団体Ｃの給与制度を良いと回答しており、職務・

職責重視の給与体系としたことによるメリットを享受している課長級

以上の職員の給与制度に対する満足度は高いことがうかがえる。  

一方で、団体Ｃの給与制度が自身の働くモチベーション等の向上には

つながっていないと回答した団体Ｃの職員も全体の５割近くとなって

おり、その理由として、個々の職員の評価が明らかになって、職場の

人間関係が悪くなっている、上司の顔色をうかがう雰囲気が強くなっ

ているなどが挙げられている。働くモチベーションを向上させる観点

からは留意すべき課題もあるものと考えられる（参考資料３「給与制

度に望むものについて③」）。 

・ 団体Ｃを除く団体においては、勤続年数に応じて給与が上昇する年

功序列的な体系をメリットと感じる者も一定数確認できた（参考資料

３「給与制度に望むものについて④」）。 

 

（ウ）職務・職責に見合った給与について12 

・ いずれの団体においても、管理職になりたくないと回答する者が多

数であり、「役職に見合った給与がもらえない」ことも理由として挙

げられるが、「責任の重い業務をしたくない」、「マネジメント・人事

評価の負担の増加」、「議員・議会対応の負担の増加」、「プライベート

の時間に支障が出る」が「役職に見合った給与がもらえない」と同等

か上回る傾向が確認できた（参考資料４「職務・職責に見合った給与

について①」）。 

・ 管理職になりたいと考える者の理由については、「多くの給与がも

らえる」よりも、「自身の成長につながる」ことを理由に挙げる者が
                                                  
11 団体Ｃにおいては、部長級である最上位の職務の級は単一号給（シングルレート）に

することで、最上位の職務の級に昇格した場合、昇給はないが大幅に給与水準が上昇

する仕組みとするなど、国家公務員の行政職俸給表(一)の８級以上で実施された見直し

よりも、より職務・職責を重視した給与体系としている。 
12 参考資料４「職務・職責に見合った給与について」参照。 
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多いことが確認できた（参考資料４「職務・職責に見合った給与につ

いて①」）。 

・ 団体Ｃを除く団体においては、主に課長級以上で、「役職が上がっ

ても給与の増加幅が小さい」と感じる者の割合が、他の役職段階より

も高くなる傾向にあることが確認できた（参考資料４「職務・職責に

見合った給与について②」）。 

・ いずれの団体においても、６割以上の職員が「責任の重さに対して

給与が見合わない」ことを、自身の所属する団体の給与制度のデメリ

ットに感じていることが確認できた（参考資料４「職務・職責に見合

った給与について②」）。 

 

（エ）回帰分析に基づく検証について 

本研究会では、アンケート結果を用いて、ワーク・エンゲイジメン

トと組織コミットメントのスコアと職務・職責重視の給与体系の導入

有無及び制度の認知の程度との関係や、管理職への昇任意欲と働くモ

チベーションの構成要素との関係について、ＯＬＳ（最小二乗法）や

順序ロジスティック回帰を用いた分析により、定量的な検証も試みた13。 

その結果、全年代のサンプルを対象とした場合、職務・職責重視の

給与体系の導入有無及び職務・職責重視の給与体系に対する認知の程

度とワーク・エンゲイジメント及び組織コミットメントの間には、必

ずしも強い関係ではないが、統計的に有意な正の関係が一定程度確認

できた（参考資料５「回帰分析の結果等について 分析①の結果及び分

析②の結果」）。 

また、管理職への昇任意欲と、働くモチベーションの構成要素との

関係についても分析したところ、年代によって統計的に有意な関係と

なる要素は異なることが確認でき、全年代のサンプルを対象とした分

析においては、「困難な課題や新しい課題にチャレンジできる環境の有

無」等の内発的な動機付け要素は、管理職への昇任意欲と正の関係が

確認できる一方で、「時間外勤務の多寡・休暇の取得のしやすさ」とい

ったワークライフバランス等の要素は、管理職への昇任意欲と負の関

係にあることが確認できた（参考資料５「回帰分析の結果等について 

分析③の結果（１）」）。 
                                                  
13  参考資料５「回帰分析の結果等について」参照。なお、本研究会では、回帰分析の結

果について変数間の関係の有無等を中心にまずは議論を行ったことから、変数間の関

係の強さ（効果量）の解釈については今後さらに検討を重ねる必要がある、また、す

べての変数を統制しきれてはいないことに留意が必要である、との発言も委員からあ

った。 
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給与に関する要素について着目した場合、全年代のサンプルを対象

とした分析においては、「昇給機会の多さ」及び「給与水準の高さ」は

管理職への昇任意欲と基本的に正の関係となる傾向があることが確認

できた（参考資料５「回帰分析の結果等について 分析③の結果

（２）」）。 

 

４．職務・職責重視の給与体系を導入する際の課題等について 

 

（１）地方公務員給与における職務・職責重視の給与体系の導入の必要性に

ついて 

本研究会で実施したアンケートにおいては、いずれの団体においても、

勤続年数に応じて給与が上昇するような年功序列的な給与制度よりも、

役職が上がることで大幅に給与水準が上昇するような職務・職責重視の

給与制度にしてほしいと考える者が多く、これは全ての年代において共

通の傾向にあることが確認された。 

また、職務・職責重視の給与体系の導入有無及び認知の程度と職員の

ワーク・エンゲイジメント及び組織コミットメントとの関係を回帰分析

により検証したところ、統計的に有意な正の関係も一定程度確認された

ところである。 

一方で、アンケート結果からは、 

 ・ 職務・職責重視の給与体系を国に先んじて導入している団体Ｃに

おいては、すべての職員の働くモチベーションに訴求しうるような

給与制度や給与水準とはなっていない可能性があること。 

 ・ いずれの団体においても、現行、責任の重さに対して給与が見合

わないと感じている者が多いこと。 

 ・ 勤続年数に応じて給与水準が上昇する、年功序列的な給与体系を

メリットと感じる者も相当程度いることに留意が必要であること。 

 ・ 若年層においては、自身の働くモチベーションを向上させる要素

として、やりがいのある業務よりも給与水準を重視する傾向にある

こと。 

・ 自身の所属団体の給与制度についての理解や関心の度合いが低い

と思われる者が多いこと。 

といったことも確認されたところである。 

本研究会ではこれらの結果も踏まえ、地方公務員給与において、職

務・職責重視の給与体系を導入するに際し、以下の議論がなされた。 

・ １．でも述べた今後の国家公務員における給与体系の見直しの動
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向も踏まえる14と、地方公務員給与においても、職務・職責重視の給

与体系を導入することは、組織パフォーマンス全体の向上や職員の

人材確保のために必要な取組であると考えられる。 

なお、アンケート結果からは、給与水準そのものを引き上げるこ

とも重要であると考えられることから、地域の民間給与との均衡に

留意しつつ、基本給を引き上げていくことが引き続き必要ではない

か。 

・ 職務・職責重視の給与体系を導入した団体Ｃにおいては、個々の

職員の評価が明らかになって、職場の人間関係が悪くなっている、

上司の顔色をうかがう雰囲気が強くなっているなど、組織パフォー

マンスへの負の影響の可能性を指摘する声もあった。 

このような声もあるゆえに職務・職責重視の給与体系を導入すべ

きでないとの議論にすべきではなく、むしろ、これらの指摘が生じ

ないよう、運用を工夫していくことが必要でないか。 

・ 職務・職責重視の給与体系により、職員間の給与差が大きくなる

ことや特定の職員に評価が偏ることで、組織全体のパフォーマンス

に影響を及ぼす可能性も考えられる。この点、令和６年度報告書に

おいても言及したとおり、適切に人事評価を行うことが重要である。

人事評価の客観性が担保され、職員としても納得感のある運用とな

るよう、例えば、人事評価を実施する際に、複数部局の評価結果と

の横並びをとることや、360度評価を実施するなど、評価の偏りを調

整する仕組みを導入することが考えられる。なお、こうした仕組み

の導入によって人事評価を実施する際の負担が増加する点には留意

する必要があり、各地方公共団体のリソースを踏まえ、適切な手法

を選択することが重要である。また、業績評価において目標管理制

度を設けるに当たり、職務の困難度及びその達成度に関するマトリ

クスを作成し、困難な職務であれば、達成度が低くとも一定の評価

を与えるなど、職務の困難度に応じて適切な評価を実施するような

取組も重要ではないか。 

・ 他方で、給与体系に年功的な性格をなくし、職務・職責重視の給

与体系に偏りすぎることは、公務組織への影響もありうる。公務の

                                                  
14 地方公務員法第 24 条第２項においては、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地

方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められな

ければならない。」（「均衡の原則」）とされており、また、この均衡の原則の解釈とし

て、給与制度（給料表の構造等）については、公務としての近似性・類似性を重視し

て国家公務員の給与制度を基本とすべきであると解されている（総務省『地方公務員

の給与のあり方に関する研究会報告書』（平成 18 年３月）p.14）。 
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中には、定型的な業務など著しい成果が見えにくいものの、必要不

可欠で着実な執行が求められる業務もあるほか、年功的な給与体系

は安定的な人生設計がしやすく、公務に長く従事しやすくなること

で、安定した行政サービスの提供に資する面があり、現に、年功的

な給与体系を利点として捉える職員も相当数いる。職務・職責重視

の給与体系の恩恵を受けない職員の働くモチベーションの維持の観

点からも、年功的な給与体系の性格は残しつつ、職務・職責重視の

給与体系の要素を付加する必要があるのではないか。 

・ 職務・職責重視の給与体系を導入し、職員の働くモチベーション

の向上につなげるためには、自身の所属団体の給与制度についての

認知度を高めることも重要である。例えば、人事評価の際の上司と

の面談も含めた様々な場面を活用して、給与制度に関する説明機会

を設けることや、年齢や役職毎の給与水準が分かるように、各地方

公共団体において毎年の人事院勧告で示されているようなモデル給

与例15も明示することで、キャリアパスにおける給与水準のイメージ

を浸透させるような取組も効果があるのではないか。 

 

（２）管理職になるモチベーションを高める給与制度について 

アンケート結果を見ると、管理職になりたいと考える者の主な要因と

して、給与以外の要素が大きく影響している可能性があり、非管理職の

みを対象とした、管理職への昇任意欲と職員が重視する働くモチベーシ

ョンの構成要素の関係に関する回帰分析においても、年代によって、管

理職への昇任意欲と統計的に有意な関係となる要素は異なる点も確認さ

れた。 

また、団体Ｃを除く団体においては、主に課長級以上の者で、「役職

が上がっても給与の増加幅が小さい」と感じる者の割合が、他の役職段

階よりも高くなる傾向にあることが確認されたところであり、管理職の

職員が担う職責に対し十分な給与が支給されておらず、給与以外の管理

職への昇任の阻害要因を給与面でカバーできていない状況が生じている

のではないかと考える。 

他方、職務・職責重視の給与体系を導入した団体Ｃでは、課長級以上

の役職段階において、現在の給与制度を変えてほしいと考えている者は

少なく、５割近くの者が団体Ｃの給与制度を良いと回答しており、団体

Ｃの管理職の者においては、職務・職責重視の給与体系に対し、ポジテ

ィブな評価をしている者も多くいることが確認されたところである。 

                                                  
15 参考資料６「国家公務員モデル給与例」参照。 
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さらに、回帰分析の結果からは、給与に関する要素及び「困難な課題

や新しい課題にチャレンジできる環境の有無」等の内発的な動機付け要

素は、管理職への昇任意欲と基本的に正の関係となることが確認された

ところであり、管理職への昇任に関するモチベーションについて、この

２つの要素を並行して高める方策も重要であると考える。 

本研究会ではこれらの結果も踏まえ、管理職になるモチベーションを

高める給与制度について、 

・ 団体Ｃのように、上位の職務の級に昇格することで給与水準が大

きく上昇するような給与体系は、管理職層への昇任に対するモチベ

ーションや管理職層の職員の働くモチベーションの１つとなり得る

と考えられる。ただし、こうした給与体系とするためには、各団体

における人事管理の実態等を踏まえ、地方公務員法第 24 条第２項

に定める均衡の原則を考慮しつつ、各団体が個別に給料表の構造を

整備する必要がある。この点、各団体の給料表の整備に関するノウ

ハウについて共有するような機会を設ける必要があるのではないか。 

・ 管理職に昇任する前の職員について、チャレンジ意欲があり、成

果を挙げている者に対する適切な処遇や、管理職になるモチベーシ

ョンを高めてもらう方策も重要であると考えられるところ、管理職

に必要なスキルを習得した者や研修を積極的に受講した者の職務遂

行能力の伸長に対する評価を適切に行うことや、令和７年人事院勧

告において勧告されている、在級期間に係る制度の廃止の措置を地

方公務員給与においても普及させることで、成果を挙げた者につい

ては、早期に上位の職務の級に昇格させるような取組を進めていく

ことも必要ではないか。 

といった議論がなされた。 

 なお、国家公務員においては、令和７年人事院勧告の「公務員人事管

理に関する報告」において、「特に幹部・管理職員を中心とした政策の

企画立案や高度な調整等に関わる職員の給与制度については、例えば、

現在の指定職俸給表のように役職段階等により職務や職責に応じた簡素

な号俸構成とすることや、時々の職務・職責の変化に応じた給与水準の

調整も可能とすることなどについて検討を行うこととし、関係者等との

意見交換を進めていく。また、これらの職員の給与水準は、参照すべき

民間企業の業種・規模等や対応する役職段階の年収水準を踏まえて検討

する。」16とも言及されており、地方公務員給与においても、こうした国

家公務員の今後の動向も踏まえる必要があると考えられる。 

                                                  
16 人事院『公務員人事管理に関する報告』（令和７年８月）p.10 
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（３）給与制度以外の職場環境の整備について 

 これまで、職員の働くモチベーションや管理職になるモチベーション

の向上と給与との関係について述べたが、アンケート結果からは、「や

りがいのある業務」、「時間外勤務の多寡・休暇の取得のしやすさ」、「職

場の人間関係」といった給与以外の勤務条件や職場環境の改善が、職員

の働くモチベーション等を向上させるために重要な要素であることが確

認できた。 

これを踏まえ、本研究会においては、給与制度に係る議論と並行して

以下のような論点についても議論がなされた。 

・ 給与制度のみでは必ずしもモチベーションの向上に影響を与えき

れていない可能性がある中で、アンケート結果にもあるような職場

における人間関係への配慮、公務労働という性質を踏まえた日常的

な業務への評価等にも着目しながら、モチベーションを向上するた

めの取組を行っていく必要がある。 

例えば、人事評価制度とは別に、上司と部下のコミュニケーショ

ンにおいて、部下の日頃の業務への取組姿勢や成果等について、上

司からフィードバックする機会を設けるなど、多様なモチベーショ

ンソースを用意することも重要であると考えられる。 

また、働くモチベーションにつながる要素は年代毎に異なること

から、上司からのフィードバックに当たって、この違いを踏まえた

コミュニケーションを取ることが有効かつ重要ではないか。 

・ 職場の人間関係については、管理職のマネジメント能力も重要で

あり、管理職層となる職員にこれをどのように習得させていくのか

も考える必要があるのではないか。また、管理職への昇任を阻害す

る要因として、管理職のプレイングマネージャー化、すなわち、自

ら担当業務を持ちながら組織のマネジメントも担っていることによ

る負荷の増大を懸念する意見もある。管理職層自身が働きやすい職

場環境等の整備への配慮が必要であるとともに、マネジメントに重

点化した管理職とは別の職を置くなど、管理職の業務範囲を明確化

する17などの取組も重要ではないか。 

・ 公務職場においても業務量を把握するためにＦＴＥ（フルタイム

当量）18の概念を導入することにより、業務量に応じた適切な人員

                                                  
17 総務省『社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会 時代に即した

組織運営・人材戦略に関する分科会報告書』（令和７年８月）p.33 
18 職場における業務量や作業効率を定量的に評価するための指標。フルタイムの常勤職

員の業務量（勤務時間）を１として算出される。 
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配置をすることも必要ではないか。 

 

５．おわりに 

 

本研究会において実施したアンケートでは、多くの職員が役職段階に応じて

大幅に給与水準が上昇するような職務・職責重視の給与体系を導入することを

望んでいるとの結果を確認することができ、地方公務員給与においてそのよう

な給与体系を導入することは必要な取組であると考えられる一方で、こうした

取組に当たっては、各地方公共団体の実情等を踏まえた対応が必要である。  

本研究会においては、異なる給与制度を持つ地方公共団体に対するアンケー

ト調査を通じ、職員が持つ給与制度等に関する認識を把握するとともに、職

務・職責重視の給与体系を導入する際の課題等について本報告書に取りまとめ

た。 

地方公務員給与について、本研究会の調査研究の結果を踏まえたさらなる検

討が今後進められることを期待したい。 
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組
織

運
営

・
人

事
管

理
上
の
課
題
意
識

○
管

理
職

を
希

望
す
る
職

員
が

少
な
い
（ま

た
は
減

っ
て
き
て
い
る
）と

考
え
て
い
る
か

に
つ
い
て
調

査

○
「
そ
う
思

う
」「
少

し
そ
う
思

う
」と

い
う
回
答

が
約
７
割

○
理

由
に
つ
い
て
、
「管

理
職

の
仕
事

が
大
変

」「
管
理

職
の
仕

事
を
す
る
自

信
が
な
い
、
不

安
が

あ
る
」
と
い
う
回

答
が

８
割

以
上

（
「
そ
う
思

う
」
及
び
「
少

し
そ
う
思

う
」）

（
自

由
記

述
）
議

会
対

応
、
中

途
退
職

者
の
増

加
に
よ
る
中

堅
職

員
の

減
少
、
責
任

を
持

ち
た
く
な
い
、
管
理

職
選
考

へ
の
対

応

0%
10

%
20

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
80

%
90

%
10

0%

全
団
体
合
計

そ
う思

う
少
しそ
う思

う
どち
らと
も
言
え
な
い

あ
ま
りそ
う思

わ
な
い

思
わ
な
い

0%
10

%
20

%
30

%
40

%
50

%
60

%
70

%
80

%
90

%
10

0%

ア
そ
れ
は
、管

理
職
の
仕
事
が
大
変
だ
か
ら。

イ
そ
れ
は
、管

理
職
の
仕
事
を
す
る
自
信
が
な
い
、不

安
が
あ
る
か
ら。

エ
そ
れ
は
、処

遇
が
見
合
って
い
な
い
か
ら。

ウ
そ
れ
は
、管

理
職
の
仕
事
に
や
りが
い
を
感
じな
い
か
ら。

オ
そ
れ
は
、ワ
ー
ク・
ライ
フ・
バ
ラン
ス
が
取
れ
な
い
か
ら。

カ
そ
れ
は
、部

下
との
コミ
ュニ
ケ
ー
シ
ョン
に
不
安
を
感
じて
い
る
か
ら。

キ
そ
れ
は
、ハ
ラス
メン
ト対

策
に
不
安
を
感
じて
い
る
か
ら。

ク
そ
れ
は
、目

標
とな
る
管
理
職
が
い
な
い
か
ら。

そ
う思

う
少
しそ
う思

う
どち
らと
も
言
え
な
い

あ
ま
りそ
う思

わ
な
い

思
わ
な
い

（出典）総務省「社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会 時代に即した組織運営・人材戦略に関
   する分科会」 第４回配付資料２（抜粋）

※１ 都道府県、指定都市、市区町村の人事担当課職員に対して実施したアンケート調査（回答数：965団体）
※２ 調査期間：令和７年４月14日（月）から令和７年４月25日（金）

参考資料１
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働
くモ
チ
ベ
ー
シ
ョン
と給

与
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
①

（
例
：
団
体
Ａ
）
【働
くモ
チ
ベ
ー
シ
ョン
を向

上
、あ
る
い
は
、低

下
させ
る
と考

え
る
要
素
（
上
位
３
要
素
を選

択
）
】

【向
上
させ
る
要
素
】

【低
下
させ
る
要
素
】

（
例
：
団
体
Ｂ
）
【働
くモ
チ
ベ
ー
シ
ョン
を向

上
させ
る
要
素
（
上
位
３
要
素
を選

択
）
】

【2
0代

】

【3
0代

】

【4
0代

】

【5
0代

】

参考資料２

働
くモ
チ
ベ
ー
シ
ョン
を向

上
又
は
低
下
させ
る
要
素
とし
て
は
、「
や
りが
い
の
あ
る
業
務
」、
「給
与
水
準
」、
「時
間
外
勤
務
の
多
寡
・休
暇
の
取
得
の
しや
す
さ」
、「
上
司
・同

僚
・部
下
との
関
係
性
」が
上
位
とな
る
傾
向
に
あ
る
。

年
代
別
に
見
る
と、
働
くモ
チ
ベ
ー
シ
ョン
を向

上
させ
る
要
素
とし
て
、若

年
層
は
「や
りが
い
の
あ
る
業
務
に
従
事
で
きる
」よ
りも
「給
与
水
準
が
高
い
」の
割
合
が
高
い
が
、上

の
年
代
に
な
る
ほ
どや
りが
い
の
あ
る
業
務
の
割
合
が
高
くな
る
傾
向
に
あ
る
。
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働
くモ
チ
ベ
ー
シ
ョン
と給

与
制
度
の
関
係
に
つ
い
て
②

（
団
体
Ａ
）
n=
1,
53
7

【現
在
の
給
与
制
度
を良

い
と思

うか
】

（
団
体
Ｂ
）
n=
3,
32
1

（
団
体
Ｄ
）
n=
42
4

（
団
体
Ｅ
）
n=
20
8

【所
属
団
体
に
お
い
て
、職

務
・職
責
重
視
の
給
与
体
系
が
導
入
され
た
こと
を知

って
い
る
か
】

（
団
体
Ｃ
）
n=
36
5

n：
回
答
数

（
団
体
Ａ
）
n=
1,
53
7

（
団
体
Ｃ
）
n=
36
5

団
体
Ｃ
を除

く団
体
に
お
い
て
は
、「
現
在
の
給
与
制
度
が
良
い
と思

うか
」と
い
う問

い
に
対
し、
「ど
ち
らで
も
な
い
」と
回
答
す
る
者
の
割
合
が
高
い
。

団
体
Ｃ
に
お
い
て
は
、「
現
在
の
給
与
制
度
が
良
い
と思

うか
」と
い
う問

い
に
対
し、
「ど
ち
らで
も
な
い
」と
回
答
す
る
者
の
割
合
は
、他

の
団
体
に
比
して
低
く、
ま
た
、職

務
・職

責
重
視
の
給
与
体
系
に
対
す
る
認
知
度
も
高
い
。
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給
与
制
度
に
望
む
も
の
に
つ
い
て
①

（
例
：
団
体
Ｅ
）
【働
くモ
チ
ベ
ー
シ
ョン
や
業
務
パ
フォ
ー
マ
ン
ス
向
上
の
観
点
か
ら、
給
与
制
度
面
に
お
い
て
重
要
だ
と思

う要
素
】

【2
0代

】
n=

28
【3

0代
】

n=
10

7

【4
0代

】
n=

48
【5

0代
】

n=
25

参考資料３
n：

回
答
数


給
与
制
度
に
お
い
て
は
、基

本
給
を
上
げ
る
こと
が
最
も
重
要
で
あ
る
と考

え
る
者
の
割
合
が
高
い
。そ
の
上
で
、年

功
序
列
的
な
給
与
制
度
よ
りも
、職

務
・職
責
重
視
の
給

与
制
度
に
して
ほ
しい
と考

え
る
者
が
多
く、
これ
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
年
代
に
お
い
て
同
様
の
傾
向
に
あ
る
。
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給
与
制
度
に
望
む
も
の
に
つ
い
て
②

【働
くモ
チ
ベ
ー
シ
ョン
を
向
上
させ
る
た
め
に
所
属
団
体
に
期
待
す
る
も
の
】

【係
員
・主
任
・主
事
級
】

n=
19

4
【係
長
級
】

n=
63

【課
長
補
佐
級
】

n=
41

【課
長
級
以
上
】

n=
67

（
団
体
Ａ
）

n=
1,

53
7

（
団
体
Ｂ
）

n=
3,

32
1

（
団
体
Ｄ
）

n=
42

4
（
団
体
Ｅ
）

n=
20

8

（
団
体
Ｃ
）

 n
=

36
5

n：
回
答
数


い
ず
れ
の
団
体
に
お
い
て
も
、「
現
在
の
給
与
制
度
を
変
え
て
ほ
しい
」と
考
え
る
者
の
割
合
が
高
い
が
、団

体
Cに
お
い
て
は
、課

長
級
以
上
の
職
員
は
そ
の
割
合
が
低
い
。
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
職
場
に
お
い
て
、上

役
の
顔
色
を
窺
い
、上

役
が
望
ま
な
い
意
見
を
言
わ
な
い
空
気
感
が
増
して
い
る
印
象
が
あ
りま
す
。（

40
代
、男

性
、2

0～
25
年
未
満
、課

長
級
以
上
）


今
ま
で
曖
昧
で
あ
った
部
分
が
明
確
に
な
った
こと
で
人
間
関
係
が
今
ま
で
よ
り悪

くな
った
よ
うに
思
う。
（

40
代
、男

性
、2

0～
25
年
未
満
、課

長
級
以
上
）


給
与
を
増
や
す
た
め
に
昇
任
す
る
しか
な
い
が
、残

業
時
間
、業

務
量
な
どが
大
幅
に
増
え
る
た
め
昇
任
した
い
と思

え
な
い
。時

間
外
勤
務
が
多
す
ぎ
る
と家

庭
内
が
回
らな
くな
る
。（

30
代
、女

性
、1

0～
15
年
未
満
、係

員
・主
任
・主
事
級
）


役
職
とな
る
人
数
が
限
られ
て
い
る
た
め
、周

囲
か
ら評

価
され
て
い
る
人
で
さえ
も
昇
格
で
き
な
い
ケ
ー
ス
を
み
る
と中

間
層
で
活
躍
して
い
る
人
材
の
流
出
が
懸
念
され
る
。（

40
代
、男

性
、5
～

10
年
未
満
、

係
員
・主
任
・主
事
級
）


25
年
以
上
仕
事
を
ま
じめ
に
して
き
た
つ
も
りだ
が
給
料
が
少
な
い
。（

40
代
、男

性
、2

5～
30
年
未
満
、課

長
補
佐
級
）

給
与
制
度
に
望
む
も
の
に
つ
い
て
③

【現
在
の
給
与
制
度
は
良
い
と思

うか
】

【係
員
・主
任
・主
事
級
】

n=
19

4
【係
長
級
】

n=
63

【課
長
補
佐
級
】

n=
41

【課
長
級
以
上
】

n=
67

【職
務
・職
責
重
視
の
給
与
体
系
へ
の
見
直
しに
よ
って
、自

身
の
働
くモ
チ
ベ
ー
シ
ョン
や
上
の
役
職
に
上
が
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョン
等
が
向
上
した
と思

うか
】

（
そ
う思

わ
な
い
・全
くそ
う思

わ
な
い
と回

答
した
者
の
自
由
記
述
例
）

n：
回
答
数

（
団
体
Ｃ
）

 n
=

36
5

（
団
体
Ｃ
）


職
務
・職
責
重
視
の
給
与
体
系
を
導
入
した
団
体

Cに
お
い
て
は
、「
現
在
の
給
与
制
度
は
良
い
と思

うか
」と
い
う問

い
に
対
し、
課
長
級
以
上
の
者
に
お
い
て
、「
とて
も
そ
う思

う」
、「
そ
う思

う」
の
割
合
が
５
割
程
度
とな
って
い
る
。


一
方
で
、「
職
務
・職
責
重
視
の
給
与
体
系
へ
の
見
直
しに
よ
って
、自

身
の
働
くモ
チ
ベ
ー
シ
ョン
や
上
の
役
職
に
上
が
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョン
等
が
向
上
した
と思

うか
」と
い
う問

い
に
対
して
、団

体
C全

体
で
は
、「
全
くそ
う思

わ
な
い
」、
「そ
う思

わ
な
い
」と
回
答
した
者
が
５
割
程
度
とな
って
い
る
。
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給
与
制
度
に
望
む
も
の
に
つ
い
て
④

【現
在
の
給
与
制
度
の
メリ
ット
と思

うも
の
は
何
か
】

（
団
体
Ａ
）

n=
1,

53
7

（
団
体
Ｂ
）

n=
3,

32
1

（
団
体
Ｄ
）

n=
42

4
（
団
体
Ｅ
）

n=
20

8

（
団
体
Ｃ
）

 n
=

36
5

n：
回
答
数


団
体

Cを
除
く団
体
に
お
い
て
は
、「
現
在
の
給
与
制
度
の
メリ
ット
と思

うも
の
は
何
か
」と
い
う問

い
に
対
し、
勤
続
年
数
に
応
じて
給
与
が
上
昇
す
る
年
功
序
列
的
な
体
系
に

つ
い
て
、「
とて
も
そ
う思

う」
、「
そ
う思

う」
と回

答
す
る
者
が
６
割
近
くい
る
こと
が
確
認
で
き
た
。
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職
務
・職
責
に
見
合
った
給
与
に
つ
い
て
①

（
例
：
団
体
Ｂ
）
【管
理
職
に
な
りた
い
と思

うか
】

【管
理
職
に
な
りた
くな
い
理
由
】

【管
理
職
に
な
りた
い
理
由
】

参考資料４
n：

回
答
数

n=
2,

90
0（

非
管
理
職
の
み
回
答
）

n=
1,

29
2

n=
55

9


い
ず
れ
の
団
体
に
お
い
て
も
、管

理
職
に
な
りた
くな
い
と回

答
す
る
者
の
割
合
が
高
く、
そ
の
理
由
とし
て
は
、「
責
任
の
重
い
業
務
を
した
くな
い
」、

 「
マ
ネ
ジ
メン
ト・
人
事
評
価

の
負
担
の
増
加
」、
「議
員
・議
会
対
応
の
負
担
の
増
加
」、
「プ
ライ
ベ
ー
トの
時
間
に
支
障
が
出
る
」と
い
った
、給

与
以
外
の
要
素
の
割
合
も
高
い
。


管
理
職
に
な
りた
い
と回

答
した
者
に
つ
い
て
も
、そ
の
理
由
とし
て
は
、「
多
くの
給
与
が
も
らえ
る
」こ
とよ
りも
、「
自
身
の
成
長
に
つ
な
が
る
」こ
とを
挙
げ
る
者
の
割
合
が
高
い
。
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職
務
・職
責
に
見
合
った
給
与
に
つ
い
て
②

【係
員
・主
任
・主
事
級
】

n=
10

8
【係
長
級
】

n=
57

【課
長
補
佐
級
】

n=
9

【課
長
級
以
上
】

n=
34

【自
身
の
所
属
団
体
の
給
与
制
度
で
、デ
メリ
ット
に
思
うこ
と】

（
例
：
団
体
Ｅ
）

（
団
体
Ｃ
）

【係
員
・主
任
・主
事
級
】

n=
19

4
【係
長
級
】

n=
63

【課
長
補
佐
級
】

n=
41

【課
長
級
以
上
】

n=
67

（
例
：
団
体
Ｄ
）

n：
回
答
数

n=
42

4


団
体

Cを
除
く団
体
に
お
い
て
は
、課

長
級
以
上
の
者
で
、「
役
職
が
上
が
って
も
給
与
の
増
加
幅
が
小
さい
」と
感
じる
者
の
割
合
が
、他

の
役
職
段
階
よ
りも
高
くな
る
傾
向
に

あ
る
。


い
ず
れ
の
団
体
に
お
い
て
も
、「
責
任
の
重
さに
対
して
給
与
が
見
合
わ
な
い
」と
回
答
す
る
者
の
割
合
は
、６

割
以
上
とな
って
い
る
。
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分
析
①

職
務
・職
責
重
視
の
給
与
体
系
の
導
入
の
有
無
と職

員
の
ワ
ー
ク
・エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト
及
び
組

織
コミ
ット
メ
ン
ト
との
関
係
に
つ
い
て

分
析
②

職
務
・職
責
重
視
の
給
与
体
系
の
導
入
に
対
す
る
職
員
の
認
知
と職

員
の
ワ
ー
ク
・エ
ン
ゲ
イ
ジ

メ
ン
ト
や
組
織
コミ
ット
メ
ン
ト
との
関
係
に
つ
い
て

分
析
③

職
員
の
管
理
職
へ
の
昇
任
意
欲
と職

員
が
重
視
す
る
働
くモ
チ
ベ
ー
シ
ョン
の
構
成
要
素
との
関

係
に
つ
い
て

参考資料５

回
帰
分
析
の
結
果
等
に
つ
い
て
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分
析
①

分
析
②

分
析
③

対
象

全
サ
ン
プ
ル

団
体

A及
び

C
全
サ
ン
プ
ル
の
うち
、非

管
理
職
の
み

従
属
変
数

•
ワ
ー
ク・
エ
ン
ゲ
イジ
メン
トス
コア

•
組
織
コミ
ット
メン
トス
コア

•
ワ
ー
ク・
エ
ン
ゲ
イジ
メン
トス
コア

•
組
織
コミ
ット
メン
トス
コア

管
理
職
へ
の
昇
任
意
欲

独
立
変
数

職
務
・職
責
重
視
の
給
与
体
系
の
導
入
有
無

職
務
・職
責
重
視
の
給
与
体
系
の
導
入
認
知

•
昇
給

•
給
与
水
準

•
業
務
の
や
りが
い

•
成
長
実
感

•
挑
戦

•
キ
ャリ
ア
パ
ス

•
人
事
配
置

•
人
事
評
価

•
ワ
ー
クラ
イフ
バ
ラン
ス

•
執
務
環
境

•
上
司
・同
僚
・部
下
関
係

統
制
変
数

•
年
齢
※
１

•
性
別
（
女
性
ダミ
ー
・性
別
無
回
答
ダミ
ー
）
※
２

•
勤
続
年
数

•
役
職
段
階

•
県
ダミ
ー
（
市
＝
０
、県

＝
１
）

•
管
理
職
へ
の
昇
任
意
欲
※
３

•
年
齢

•
性
別
（
女
性
ダミ
ー
・性
別
無
回
答
ダミ
ー
）

•
勤
続
年
数

•
役
職
段
階

•
県
ダミ
ー
（
市
＝
０
、県

＝
１
）

•
管
理
職
へ
の
昇
任
意
欲

•
年
齢

•
性
別
（
女
性
ダミ
ー
・性
別
無
回
答
ダミ
ー
）

•
勤
続
年
数

•
役
職
段
階

•
県
ダミ
ー
（
市
＝
０
、県

＝
１
）

手
法

O
LS
（
最
小
二
乗
法
）

O
LS
（
最
小
二
乗
法
）

順
序
ロジ
ス
テ
ィッ
ク回

帰

分
析
モ
デ
ル

※
１

全
年
代
を
対
象
とし
た
分
析
に
の
み
投
入
（
分
析
①
～
③
に
お
い
て
共
通
）

※
２

男
性
を
ベ
ー
ス
ライ
ン
（
分
析
①
～
③
に
お
い
て
共
通
）

※
３

非
管
理
職
の
み
を
対
象
とし
た
分
析
に
の
み
投
入
（
分
析
①
・②
に
お
い
て
共
通
）
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N
平
均
値

標
準
偏
差

最
小
値

最
大
値

（
従
属
変
数
）

ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

5,8
55

3.3
35

1.0
33

1
7

組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

5,8
55

3.2
98

1.1
31

1
7

（
独
立
変
数
）

職
責
重
視
給
与
体
系
導
入

5,8
55

0.3
25

0.4
68

0
1

（
統
制
変
数
）

年
齢

5,8
55

3.7
70

1.2
28

1
6

女
性

5,8
55

0.3
11

0.4
63

0
1

性
別
無
回
答

5,8
55

0.0
16

0.1
25

0
1

勤
続
年
数

5,8
55

5.1
06

2.5
20

1
9

役
職
段
階

5,8
55

2.0
17

1.1
18

1
4

県
5,8

55
0.8

30
0.3

76
0

1
管
理
職
へ
の
昇
進
意
欲

5,0
34

2.4
99

1.1
21

1
5

ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト

管
理
職
へ
の
昇
任
意
欲

使
用
デ
ー
タ
の
要
約
統
計
量

N
平
均
値

標
準
偏
差

最
小
値

最
大
値

（
従
属
変
数
）

ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
ー
ジ
メ
ン
ト

1,
90

2
3.

39
5

1.
03

6
1

7
組
織
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

1,
90

2
3.

39
5

1.
19

2
1

7
（
独
立
変
数
）

職
責
重
視
給
与
体
系
の
導
入
認
知

1,
90

2
2.

96
3

1.
38

4
1

5
（
統
制
変
数
）

年
齢

1,
90

2
3.

84
7

1.
23

2
1

6
女
性

1,
90

2
0.

33
6

0.
47

3
0

1
性
別
無
回
答

1,
90

2
0.

00
7

0.
08

6
0

1
勤
続
年
数

1,
90

2
5.

18
8

2.
56

2
1

9
役
職
段
階

1,
90

2
1.

98
2

1.
12

8
1

4
県

1,
90

2
0.

80
8

0.
39

4
0

1
管
理
職
へ
の
昇
進
意
欲

1,
59

7
2.

44
0

1.
14

6
1

5

ワ
ー
ク
・
エ
ン
ゲ
イ
ジ
メ
ン
ト

管
理
職
へ
の
昇
任
意
欲

分
析
①

分
析
②

分
析
③

N
平
均
値

標
準
偏
差

最
小
値

最
大
値

（
従
属
変
数
）

管
理
職
へ
の
昇
任
意
欲

5,
03

4
2.

49
9

1.
12

1
1

5
（
独
立
変
数
）

昇
給

5,
03

4
3.

84
3

1.
15

7
1

5
給
与
水
準

5,
03

4
3.

88
6

1.
20

2
1

5
業
務
の
や
り
が
い

5,
03

4
3.

89
5

0.
91

5
1

5
成
長
実
感

5,
03

4
3.

78
6

0.
88

8
1

5
挑
戦

5,
03

4
3.

36
0

0.
95

2
1

5
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

5,
03

4
3.

28
7

0.
99

2
1

5
人
事
配
置

5,
03

4
3.

82
5

1.
05

6
1

5
人
事
評
価

5,
03

4
3.

84
3

1.
00

5
1

5
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

5,
03

4
4.

02
1

1.
00

0
1

5
執
務
環
境

5,
03

4
4.

02
0

0.
95

8
1

5
上
司
・
同
僚
・
部
下
関
係

5,
03

4
4.

35
3

0.
81

8
1

5
（
統
制
変
数
）

年
齢

5,
03

4
3.

58
1

1.
21

1
1

6
女
性

5,
03

4
0.

33
8

0.
47

3
0

1
性
別
無
回
答

5,
03

4
0.

01
6

0.
12

5
0

1
勤
続
年
数

5,
03

4
4.

66
9

2.
40

2
1

9
役
職
段
階

5,
03

4
1.

70
2

0.
85

7
1

4
県

5,
03

4
0.

83
3

0.
37

3
0

1
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分
析
①
の
結
果

注
1 
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Eは
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治
体
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の
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SE
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SE
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2
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07
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15
1
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3
*
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.0

24
0.
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3

定
数

2.
63

9
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05
0

**
*

3.
79

0
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23
7

**
*

3.
05

2
0.

11
8

**
*

3.
56

2
0.

15
4

**
*

3.
44

5
0.

11
3

**
*

3.
59

3
0.

09
2

**
*

N
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55
11

56
14

16
11

50
18

56
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0.
34

7
-0

.4
26

0.
29

0
-0

.6
36

0.
20

3
*

-0
.5

33
0.

22
7

勤
続
年
数

-0
.0

41
0.

00
5

**
-0

.2
59

0.
05

6
*

-0
.0

20
0.

02
8

-0
.0

27
0.

02
4

-0
.0

57
0.

00
7

**
-0

.0
16

0.
02

5
役
職
段
階

0.
23

1
0.

03
1

**
0.

04
1

0.
24

8
0.

02
4

0.
07

0
0.

14
2

0.
05

7
+

0.
26

9
0.

00
9

**
*

0.
18

7
0.

04
1

*
県

0.
07

1
0.

10
8

-0
.0

44
0.

17
6

-0
.0

98
0.

08
3

0.
09

9
0.

16
1

0.
14

4
0.

08
5

-0
.1

45
0.
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分
析
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の
結
果
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分
析
③
の
結
果
（
１
）

注
1 

 S
Eは

自
治
体
別
の
ク
ラ
ス
タ
ー
標
準
誤
差
。

注
2 

 *
**
：

p 
< 

0.
00

1,
 **
：

p 
< 

0.
01

, *
：

p 
< 

0.
05

, +
：

p 
< 

0.
10

注
3 

 「
給
与
水
準
」
は
統
計
的
有
意
と
な
ら
な
か
っ
た
が
、
「
給
与
水
準
」
の
み
を
独
立
変
数
と
し
て
再
度
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
統
計
的
に
有
意
な
正
の
関
係
を
確
認
（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）
。
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分
析
③
の
結
果
（
２
）

（
「昇
給
機
会
の
多
さ
」の
み
を
独
立
変
数
とし
た
モ
デ
ル
の
分
析
結
果
）

（
「給
与
水
準
の
高
さ
」の
み
を
独
立
変
数
とし
た
モ
デ
ル
の
分
析
結
果
）
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（
注

）
モ
デ

ル
給
与

例
の
月

額
及
び

年
間

給
与

は
、

俸
給
、

地
域
手

当
（
地

方
機

関
：

非
支

給
、
本

府
省
：

20
％
）

、
俸

給
の

特
別

調
整
額

及
び
本

府
省
業

務
調

整
手

当
を

基
礎
に

算
出

○
地

方
機

関
課
長

：
俸
給

の
特
別

調
整

額
(4

6,
3
00

円
)

○
本

府
省

係
員
：

本
府
省

業
務
調

整
手

当
(
勧
告

前
8
,8
0
0円

、
勧
告

後
1
0,
8
00

円
)

○
本

府
省

係
長
：

本
府
省

業
務
調

整
手

当
(
勧
告

前
1
7,
5
00

円
、

勧
告
後

19
,5
0
0円

)

○
本

府
省

課
長
補

佐
：
本

府
省
業

務
調

整
手

当
(
勧

告
前

39
,
20
0
円

、
勧

告
後
4
9,
2
00

円
)

国
家
公
務
員
モ
デ
ル
給
与
例

1
2

月
　

　
額

年
 
間

 
給
 
与

月
　
　
額

年
 
間
 
給
 
与

円
円

円
円

円

行 政 職 俸 給 表

指 定 職

俸 給 表

地 方 機 関
5
,
3
8
6
,
0
0
0

2
2
0
,
0
0
0

１
８
歳

（
一
般

職
試

験
（

高
卒

）
初

任
給

）
3
,
3
1
9
,
0
0
0

7
8
8
,
2
8
0

５
０
歳

５
０
歳

室
長

組
織

年
間
給

与
額
の
差

2
0
0
,
3
0
0

勧
　
告
　
前

勧
　
告
　

後

４
０
歳

5
9
6
,
1
6
0

1
0
,
8
9
6
,
0
0
0

9
1
8
,
0
0
0

３
５
歳

3
,
8
4
4
,
0
0
0

8
,
1
8
6
,
0
0
0

5
,
6
2
2
,
0
0
0

6
,
8
8
6
,
0
0
0

5
,
1
9
8
,
0
0
0

5
,
8
8
4
,
0
0
0

2
6
2
,
0
0
0

7
,
0
8
5
,
0
0
0

3
0
1
,
2
0
0

4
,
9
4
2
,
0
0
0

2
3
2
,
0
0
0

3
2
0
,
6
0
0

3
1
0
,
4
0
0

2
8
4
,
8
0
0

4
,
6
6
5
,
0
0
0

2
1
3
,
0
0
0

3
,
6
3
4
,
0
0
0

2
1
0
,
0
0
0

1
8
8
,
0
0
0

3
,
1
0
6
,
0
0
0

1
8
8
,
0
0
0

係
長

２
８
歳

役
 
職
 
段
 
階

年
　
齢

係
員

２
２
歳

（
一
般

職
試

験
（

大
卒

）
初

任
給

）

係
員

２
２
歳

（
総
合

職
試

験
（

大
卒

）
初

任
給

）

係
長

課
長

3
4
0
,
6
6
0

４
０
歳

4
2
9
,
8
0
0

1
4
,
4
7
3
,
0
0
0

7
,
8
0
1
,
0
0
0

課
長

補
佐

1
3
,
4
8
2
,
0
0
0

4
1
9
,
3
0
0

3
5
5
,
8
6
0

課
長

3
8
5
,
0
0
0

9
9
1
,
0
0
0

4
1
4
,
4
8
0

4
6
5
,
4
4
0

7
,
1
4
3
,
0
0
0

4
8
9
,
3
6
0

4
2
9
,
4
9
4

8
5
7
,
7
2
0

9
,
9
7
8
,
0
0
0

6
6
2
,
8
4
0

局
長

－
1
,
0
8
9
,
6
0
0

1
8
,
1
8
5
,
0
0
0

1
,
1
7
1
,
4
0
0

2
6
3
,
0
0
0

6
,
8
8
0
,
0
0
0

全
　
体

　
平

　
均

－

本 府 省

俸
給

表

1
,
2
0
1
,
0
0
0

事
務

次
官

－
1
,
4
2
9
,
2
0
0

2
3
,
8
5
3
,
0
0
0

1
,
5
2
0
,
6
0
0

2
5
,
2
3
9
,
0
0
0

本 府 省
1
,
3
8
6
,
0
0
0

３
５
歳

2
9
1
,
1
0
0

4
,
8
7
5
,
0
0
0

3
0
1
,
6
0
0

5
,
0
6
6
,
0
0
0

1
9
1
,
0
0
0

1
9
,
3
8
6
,
0
0
0

1
9
9
,
0
0
0

2
7
7
,
0
0
0

（
一

）

○
本

府
省

室
長
：

俸
給
の

特
別
調

整
額

(8
8,
5
00

円
)
及
び

本
府
省

業
務
調

整
手

当
(勧

告
前
非

支
給
、

勧
告
後

51
,
80
0
円
)

○
本

府
省

課
長
：

俸
給
の

特
別
調

整
額

(1
30
,
30
0
円
)
及

び
本

府
省
業

務
調
整

手
当
(
勧

告
前

非
支
給

、
勧
告

後
5
1,
8
00

円
)

○
本

府
省

局
長
･事

務
次

官
：

本
府
省

業
務

調
整

手
当
(
勧
告

前
非
支

給
、
勧

告
後
5
1,
8
00

円
)

（出典）人事院『本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み』（令和７年８月）（抜粋）
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